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人口と世帯数
　（平成26年11月1日現在）
人　口　7,521人（− 9）
　男　　3,774人（± 0）
　女　　3,747人（− 9）
世帯数　2,934世帯（− 1）
　　　　（　）内は前月比

町マスコット
　　キャラクター
町マスコット
　　キャラクター

11 月３日に「長柄農林商工まつり」が役場前駐車場で盛大に開催されました。農林・商工・観光・
行政の各コーナーによる販売・展示・体験をはじめ、無償配布やながらサービスチップによる抽選会な
どを催し、好天にも恵まれ多くの方が来場しました。
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10 月 20 日、長生郡市広域市町村圏組合管理棟におい
て茂原警察署管内暴力団排除対策協議会設立総会が開催
されました。

この協議会は長生郡市７市町村長をはじめ、防犯組合、
商工会等各関係団体代表者で構成され、暴力団排除を推
進し、住民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄
与することを目的として設立されました。

　町防犯組合指導員の山﨑惣一郎氏（山之郷）が 10
月 16 日に青葉の森公園芸術文化ホールで行われた

「２０１４地域防犯ボランティア県民大会」の席上で、
日々、地域の防犯活動に貢献されたとして防犯功労者
表彰を受けました。
　山﨑氏は平成９年から町防犯指導員に就任されて以
来、町の地域安全のため、現在も活躍されています。

任期満了に伴い、固定資産評価審査委員会委員に平野和男氏が議会の同意を得て再
選されました。
平野氏は平成26年6月に選任されて以来、委員としてご活躍をいただいております。

なお、今回の任期は平成29年10月までの3年間です。

茂原警察署管内暴力団
排除対策協議会を設立

山﨑惣一郎 氏
防犯功労者として

表彰される

固定資産評価審査委員会委員
平野和男氏再選される
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千葉県中学校英語発表会出場

第 55 回

長柄町一周駅伝大会
参加チーム募集

期　　日　12 月 21 日（日）　10：00 スタート（小雨決行）
会　　場　役場庁舎前（スタート・ゴール）
区　　間　6 区間（25.0km）
チ ー ム　1 チーム最低 6 名
参 加 費　町外一般……6,000 円　高等学校……2,000 円
　　　　　中学校……………無料　町内一般…………無料
※ 当日不参加の場合でも参加費は返金できませんので、ご了

承ください。
申込期間　11 月 30 日（日）まで

平成27年 成人式
　町では、新成人の門出を祝うため、次のと
おり成人式を行います。
日　時　平成 27 年 1 月 11 日（日）
　　　　10:00 〜（受付 9:30 〜）
会　場　公民館　講堂
対象者　平成 6 年 4 月2日〜平成 7 年 4 月1日
までに生まれた町在住の方
※現在、町外にお住まいの方で出席を希望さ
れる場合は、お問い合わせください。

問い合わせ先　教育課　生涯学習班（公民館）　☎35-3242

　9 月 25 日に行われた長生地区英語発表会のスピーチ部門で
第１位となった長柄中学校 3 年生の安田悠二さんが、10 月 10
日千葉県文化会館で行われた千葉県中学校英語発表会（スピー
チ部門は、高円宮杯第 66 回全国中学校英語弁論大会の県予選）
に出場しました。“Science the super power”というタイト
ルで、科学との出会い、すばらしさ、自分の将来について、堂々
とスピーチを行いました。

平成 17 年４月の旧昭栄中学校と旧長柄中学校の統合により新生長柄中学校が創立して 10 周年となること
を記念し、長柄中学校において 11 月１日に「創立 10 周年記念式典」が開催されました。

式典では、新生長柄中学校初代校長でもある清田町長から、当時の校長としての思いや願い、生徒を中心に
おいた教育環境の整備等、教育者と町長の両立場の
経験者ならではの話がありました。

その後の学習発表会では、「新生長柄中学校の 10
年間のあゆみ」として、校舎やグラウンド、行事等
の変遷を映像で振り返ったり、３年生による合唱披
露や生徒全員による校歌合唱があったりするなど、
さらなる前進、飛躍が期待される創立 10 周年にふ
さわしい式典となりました。

長柄中学校創立 10周年記念式典
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問い合わせ先　総務課　財政管財班　☎35-2110

特　　別　　会　　計

一　　般　　会　　計

区　　　分 予　算　額 収入済額
町 税 11 億 2,106 万 4 千円 7 億 9,222 万 5 千円
地 方 譲 与 税 7,000 万円 1,659 万 2 千円
利 子 割 交 付 金 150 万円 63 万 7 千円
配 当 割 交 付 金 360 万円 136 万 2 千円
株 式 等 譲 渡 所
得 割 交 付 金 140 万円 0 円
地方消費税交付金 9,200 万円 5,001 万 3 千円
ゴ ル フ 場 利
用 税 交 付 金 6,000 万円 1,831 万 9 千円
自 動 車 取 得
税 交 付 金 1,000 万円 436 万 4 千円

地方特例交付金 131 万 1 千円 131 万 1 千円
地 方 交 付 税 9 億 4,476 万 6 千円 6 億 5,385 万円
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金 230 万円 0 円
分担金及び負担金 1,495 万 1 千円 770 万 3 千円
使用料及び手数料 5,906 万 6 千円 3,815 万 9 千円
国 庫 支 出 金 2 億 2,191 万 1 千円 5,518 万 4 千円
県 支 出 金 2 億 7,800 万 3 千円 1,599 万円
財 産 収 入 1,198 万 8 千円 626 万 2 千円
寄 附 金 2 千円 11 万 2 千円
繰 入 金 2 億 1 千円 0 円
繰 越 金 1 億 5,198 万 1 千円 3 億 6,172 万 7 千円
諸 収 入 3 億 355 万 6 千円 2,411 万 7 千円
町 債 3 億 7,180 万円 0 円

区　　　分 予　算　額 支出済額
議 会 費 7,568 万 7 千円 4,085 万 1 千円
総 務 費 9 億 8,922 万 4 千円 2 億 7,150 万 6 千円
民 生 費 8 億 1,974 万 9 千円 2 億 7,023 万 8 千円
衛 生 費 3 億 7,288 万円 1 億 5,584 万 1 千円
農林水産業費 1 億 7,349 万円 5,507 万 5 千円
商 工 費 1,930 万 9 千円 767 万 4 千円
土 木 費 4 億 8,328 万 8 千円 9,846 万 9 千円
消 防 費 1 億 4,687 万 6 千円 8,076 万 4 千円
教 育 費 2 億 8,133 万 2 千円 1 億 1,835 万 1 千円
災 害 復 旧 費 3 千円 0 円
公 債 費 3 億 4,335 万 8 千円 1 億 6,143 万 7 千円
諸 支 出 金 2 億 1,300 万 4 千円 0 円
予 備 費 300 万円 0 円

■■■町債の内容
・ 総務債 6 億 1,037 万 6 千円
・ 民生債 1 億 2,691 万 7 千円
・ 衛生債 2 億 924 万 4 千円
・ 農林水産業債 1 億 2,231 万 1 千円
・ 土木債 1 億 4,683 万円
・ 教育債 2 億 9,195 万 7 千円
・ 臨時財政対策債 16 億 7,941 万 2 千円
・ 災害復旧債 137 万 1 千円
・ 下水道債 （農集） 3 億 4,430 万 5 千円
・ 下水道債 （浄化槽） 2 億 7,822 万 7 千円

計 38 億 1,095 万円

■■■町の財産
土　地 797,517 ㎡
建　物 43,238 ㎡
基　金 14 億 3,546 万円

会計区分 予　算　額 収入済額 支出済額
国民健康保険特別会計 10 億 8,710 万円 4 億 9,383 万 9 千円 4 億 8,567 万 4 千円
農業集落排水事業特別会計 5,350 万円 1,902 万 1 千円 2,125 万 3 千円
介護保険特別会計 7 億 54 万 6 千円 3 億 1,904 万 8 千円 2 億 7,495 万 3 千円
浄化槽事業特別会計 6,570 万円 2,130 万 3 千円 1,991 万 5 千円
後期高齢者医療特別会計 6,779 万 9 千円 2,193 万 4 千円 1,332 万 5 千円

財政状況の公表は、町民の皆さんに町の財政がどのように運営されているかを知ってもらうため年 2 回実施します。
今回は平成 26 年度上半期（4 月から 9 月）の執行状況をお知らせします。
34 億 9,000 万円でスタートした平成 26 年度一般会計予算は、3 回の補正を行い、9 月末現在額は 39 億 2,120

万円（平成 25 年度からの繰越 3 億 3,976 万 5 千円を含む）となっています。予算額に対する収入済額の割合は
52.2 パーセント、支出済額の割合は 32.1 パーセントとなっています。

平成26年度　上半期の財政事情

歳　入 予 算 額 39 億 2,120 万円
収入済額 20 億 4,792 万 7 千円 歳　出 予 算 額 39 億 2,120 万円

支出済額 12 億 6,020 万 6 千円
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千葉県内の事業所で働くすべての労働者（パート、アルバイト等を含む。）及び、その使用
者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が改正されました。

詳しくは、千葉労働局ホームページ又は最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。

千葉労働局ホームページ　http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

経済産業省では、平成 26 年 12 月 31 日現在で「工業統計調査」を県、市区町村を通じて
実施します。

工業統計調査は、製造業を営む事務所を対象として、その活動実態を明らかにすることを
目的としています。

調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として利用されるとともに、
企業、大学などでの研究資料、小・中高等学校の教材など、広く利用されているところです。

12 月上旬から 1 月にかけて調査員が「調査員証」を携行して伺いますので、回答をよろし
くお願いします。

工業統計へのご回答をお願いします！

入　札　結　果
入札の結果をお知らせします。

業 務 名　町道 1457・1203 号線測量業務
場　　所　力丸、千代丸、国府里地先
入 札 日　10 月 17 日
契約金額　2,538,000 円
契約業者　株式会社 セントラルサーベイ

工 事 名　社会資本整備総合交付金 鍛冶山橋更新工事
場　　所　大津倉地先
入 札 日　10 月 17 日
契約金額　18,360,000 円
契約業者　中部興産 株式会社

工 事 名　社会資本整備総合交付金
町道 2124 号線舗装修繕工事

場　　所　長富地先
入 札 日　10 月 17 日
契約金額　8,748,000 円
契約業者　株式会社 三橋土木

工 事 名　社会資本整備総合交付金
町道 1333 号線舗装修繕工事

場　　所　六地蔵地先
入 札 日　10 月 17 日
契約金額　2,376,000 円
契約業者　株式会社 三橋土木

問い合わせ先　総務課　財政管財班　☎35-2110

問い合わせ先　24時間電話サービス　☎043-221-4700
千葉労働局労働基準部賃金室　☎043-221-2328

「千葉県最低賃金」が

10月1日から時間額798円
（従来の777円から21円引上げ）

に改正されました。
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高額な外来診療や入院される方は、限度額認定証の交付を受けていれば医療機関等での窓口の支払いが一定の金
額に抑えられます。

交付にあたっては、国民健康保険税に滞納があると交付できない場合がありますのでお問い合わせください。
既に限度額認定証の交付を受けている方は、新たに申請する必要はありません。長柄町から 12 月中に 1 月から

の新しい区分の限度額認定証を送付します。なお、70 歳以上の自己負担限度額については、現行のまま据え置き
となります。

※ 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除（33 万円）を差し引いた金額となります。

＜現行 平成26年12月まで＞
所
得

区
分 上位所得者Ａ 一般所得者 低所得者

所
得

要
件 旧ただし書所得600万円超 旧ただし書所得600万円以下 住民税非課税

自
己
負
担
限
度
額

（
月
額
）

150,000 円＋
（医療費－ 500,000 円）×1％
4 回目以降（多数該当）は、83,400 円

80,100 円＋
（医療費－ 267,000 円）×1％
4 回目以降（多数該当）は、44,400 円

35,400 円
4 回目以降

（多数該当）は、
24,600 円

＜改正後 平成27年1月から＞
所
得

区
分 上位所得者ア 上位所得者イ 一般所得者ウ 一般所得者エ 低所得者オ

所
得
要
件

旧ただし書所得
901 万円超

旧ただし書所得
600 万円〜

901 万円以下

旧ただし書所得
210 万円〜

600 万円以下

旧ただし書所得
210 万円以下 住民税非課税

自
己
負
担
限
度
額

（
月
額
）

252,600 円 ＋（ 医
療 費 － 842,000
円）×1％
4 回目以降（多数該
当）は 140,100 円

167,400 円 ＋（ 医
療 費 － 558,000
円）×1％
4 回目以降（多数該
当）は 93,000 円

80,100 円＋（医療
費 － 267,000 円 ）
×１％
4 回目以降（多数該
当）は 44,400 円

57,600 円
4 回目以降（多数該
当）は 44,400 円

35,400 円
4 回目以降（多数該
当）は、24,600 円

平成 27 年 1 月診療分から国民健康保険加入者（70 歳未満の方）
の高額療養費の区分が 3 つから 5 つに細分化されます。高額療養費
制度は、世帯の所得等に応じて区分が設定されていますが、今回低
所得者に配慮した区分に改正されます。

問い合わせ先　保険住民班　☎35-2113

変更
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問い合わせ先　住民課　保険住民班　☎35-2113

退職（または任意継続資格喪失）・
扶養親族を外れ国民健康保険に加入する場合

就職・扶養親族認定で社会保険・
共済組合に加入（国民健康保険を喪失）する場合

必
要
な
も
の

◎退職証明書・資格喪失証明書
◎年金手帳・基礎年金番号通知書
◎印　　　　　鑑
※ 厚生・共済年金証書

（厚生・共済年金加入期間が通算２０年以上
か４０歳以降の加入期間が１０年以上で厚
生・共済年金報酬比例部分を受給している 
６０歳以上６４歳までの方）

上記に該当の方は、「退職者医療制度」を
適用できます。その場合、医療給付の一
部は社会保険側が負担するため国保負担
が軽減し財政安定に寄与しますのでご協
力をお願いします。

必
要
な
も
の

◎社会保険証・共済組合員証
（新しい会社・事業所のもの、コピーも可または
資格を取得したことを証する書類）

◎年金手帳・基礎年金番号通知書
◎印　鑑

（例 ）10 月に会社を退職し、国保の手続きをしていなかった方が、11 月に国保の加入手続き
をした場合には 10 月へさかのぼり資格加入を行い、国保税もさかのぼり課税されます。

※ 国保喪失日（事由が発生した日）以降に新しい保険証が届いていない等の事情で止むを得ず国保の保険証
を使ってしまった場合、保険給付に要した費用を返還していただきます。なお国保に返還した金額は新た
に加入した社会保険等に払い戻しを請求できます。

※ ７５歳になり社会保険・共済組合等の被扶養者資格を喪失する場合には、特段の手続きは必要ありません。
誕生日到来前に新しい保険証がお手元に届きます。

会社等を退職して国民健康保険に加入する場合、就職して（または扶養になり）社会保険に加入し国民健康保険
を喪失した時は、速やかな異動手続きが必要です。２０歳以上６０歳未満の方は国民年金手続きも必要です。

このような手続きは会社等は行ってくれませんのでご自身（又は家族等の代理の方）で行う必要があります。手
続きが必要な方は次のものをご用意し早めの手続きをお願いします。

国民健康保険・国民年金の
手続きはお早めに！
国民健康保険加入・喪失、国民年金加入・喪失手続きは会社等で代行しません。

～おねがい～
　保険証の紛失が多く見受けられます。紛失や盗難の際は必ず警察に届け出た上、役場で再交付を受けてく
ださい。また、けがや病気で医療機関に行く際は保険証を携行し窓口で提示しましょう。保険証には皆様の
個人情報が記載されていますので取扱いには十分ご注意ください。
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平成 27 年度から、新しい子ども・子育て支援制度が開始となり、認定こども園に入園を希望する
場合は、事前に『保育の必要性』の支給認定を受けることが必要です。ながらこども園は認定こども
園ですので、入園の申込みと支給認定申請が必要になります。

なお、現在、こども園に在園しているお子さんも支給認定申請が必要になりますので、必ず手続き
をお願いします。（ながらこども園の在園児は、お子さんを通して申請書を渡します。）

また、新年度入園をお考えの保護者の皆様を対象に、こども園の一般開放を行います。普段、どん
な様子なのか知りたい方や入園の参考にしたい方は、是非お越しください。

①申請書等配布期間
　11 月 25 日（月）以降、ながらこども園で申請書及び必要書類を配布します。

②受付期間
　12 月４日（木）〜 12 月 11 日（木）　９：00 〜 16：00
　※ 土曜日、日曜日を除く。

③受付場所
　長柄町鴇谷８７９－３　ながらこども園

④一般開放日
　１２月２日（火）　９：１５〜１０：４５　　※ 事前予約は不要
　（来園の際、支援センター側駐車場の利用とスリッパの持参をお願いします。）

～　支給認定について（保育の必要性）　～
　新制度では、子どもの年齢や保護者の保育の必要性に応じて、１号認定から３号認定まで次のような３つ
の区分があり、それぞれ利用できる施設や時間に違いがあります。

・１号認定（教育標準時間認定）・・・満３歳以上の学校教育のみを受ける子ども
・２号認定（保育認定）・・・・・・・満３歳以上の保育を必要とする子ども
・３号認定（保育認定）・・・・・・・満３歳未満の保育を必要とする子ども

　２号認定および３号認定は、労働時間や保護者の状況等により、保育の必要量によって次のようにさらに
区分されます。

　　・保育標準時間・・・・・最長１１時間の利用
　　・保育短時間・・・・・・最長８時間の利用

平成 27 年度ながらこども園入園について

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　ながらこども園　☎35-3102



１２月１２月１２月 ながらこども園 子育て支援センターカレンダーながらこども園 子育て支援センターカレンダー

　月〜金曜日（祝日を除く。）
　９：００〜１７：００
○ 利用開始日の２週間前までに申請書を提

出してください。
○緊急の場合はご相談ください。

○クリスマス会
　12月17日（水）１０：００〜１１：００
　こども園でクリスマス会が行われます。
サンタさんやこども園のお友達と一緒に歌
を歌ったり、ダン
スをしたり、楽し
いひと時を過ごし
ませんか？ 　月〜金曜日（祝日を除く。）

　９：００〜１５：００
○電話でもご相談をお受けしています。

一時保育

育児相談

体験入園を行います！

あそびの広場 身体計測 体験入園（運動会）

支援センターの様子
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日（sun） 月（mon） 火（tue） 水（wed） 木（thu） 金（fri） 土（sat）
1 2 3　おはなし広場 4　身体計測 5　リトミック教室 6

　10:00 　9:00～16:00 　 10:00～11:00

7 8 9 10　ベビーマッサージ教室 11 12　 13
　10:00 ～ 11:00

14 15 16 17　体験入園 18　誕生会 19　リトミック教室 20
　　（クリスマス会） 　　10:30 　   10:00～11:00

21 22 23 24　おはなし広場 25 26 27

天皇誕生日 　 　10:00

28 29
休業

30
休業

31
休業

※あそびの広場の時間帯が変更になる場合がありますので、支援センターだよりと併せて、ご確認ください。　
※年末年始（12月27日〜1月4日）は、支援センターをお休みさせていただきます。

あそびの広場　9：00～16：00

あそびの広場　9：00～16：00

あそびの広場　9：00～16：00

あそびの広場　9：00～16：00

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　ながらこども園　☎35-3102

『支援センターだより』を発行しています。役場・公民館に置いてありますので、ご覧ください。

あそびの広場
9：00～16：00
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問い合わせ先　住民課　健康福祉班　☎35-2414

12月の保健・栄養事業のお知らせ
事業名 実施日 時　間 対象者 場所

３歳児健康診査
１歳６か月児健康診査 1日（月）

3歳児　
受付時間　12：50〜13：00
1歳6か月児
受付時間　13：00〜13：10

＜3歳児＞
平成23年8月、9月生まれ
＜1歳6か月児＞　
平成25年 4、5月生まれ

保
健
セ
ン
タ
ー

ヘルスアップ教室
（運動講座） 8日（月） 受付時間　9：00〜9：50 40〜74歳までの町民の方

※詳細は下記をご参照ください。

日
本
メ
デ
ィ
カ
ル

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

セ
ン
タ
ー

乳児相談 16日（火）

生後4か月児
受付時間
　9：45〜10：00

＜生後4か月児＞
平成26年8月生まれの乳児
＜生後7か月児＞
平成26年5月生まれの乳児
＜生後12か月児＞
平成25年12月生まれの乳児
※対象者には、個別通知します。

その他希望者は事前にご連絡ください。
対象： 生後13か月以内の乳幼児 

保
健
セ
ン
タ
ー

生後7か月児、12か月児
その他
受付時間
　10：30〜10：45

乳がん検診

超音波検査
22日（月） 受付時間

9：00〜10：30
受付時間
13：00〜14：30

30〜39歳、41歳、43歳
45歳、47歳、49歳の女性
※事前に申し込みされた方。

福
祉
セ
ン
タ
ー

マンモグラ
フィー検査
11日（木）
22日（月）

40歳、42歳、44歳、
46歳、48歳、50歳以上の女性　
※事前に申し込みされた方。

子宮頸がん検診 11日（木）
22日（月） 受付時間

9：00〜10：30
受付時間
13：00〜14：30

２０歳以上の女性
※事前に申し込みされた方。

骨粗しょう症検診 22日（月）
18〜35歳、40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳の女性
※事前に申し込みされた方。

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　☎35-2414　保険住民班　☎35-2113

ヘルスアップ教室（運動講座）に参加しませんか？
　教室の内容は次のとおりです。
対象者　長柄町在住の４０〜７４歳の方
　　　　（医師から運動を禁止されていない方）
日　時　12 月 8 日（月）
　　　　受　　付　　９：３０〜９：５０
　　　　運動講座　１０：００〜１１：３０
場　所　日本メディカルトレーニングセンター（旧日本エアロビクスセンター）
　　　　※ 参加希望で交通手段のない方は事前にご相談ください。
内　容　ストレッチ・ウォーキング　など
費　用　１，０００円
定　員　３０名（定員になり次第締め切ります。）
申し込み方法　 電話で連絡ください。運動講座に参加した方は、日本メディカルトレーニングセンターの施設

を当日限りご利用いただけます。

昨年の講座風景
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問い合わせ先　公益社団法人千葉県園芸協会　☎043-223-3011
長柄町産業振興班　☎35-4447

問い合わせ先　農業委員会　☎35-4447

公益社団法人千葉県園芸協会が実施する農地中間管理事業で
は、農業をリタイヤしたい。経営上の理由で耕作面積を縮小し
たい。などの理由で農地が不要となる方の農地を借り上げ、新
たな農地の借り受け人が見つかるまでの間、農地として保全管
理します。

耕作はできないが農地は荒らしたくないとお考えの方、是非
ご活用ください。

農家の皆さまへ

遊休農地になる前に農地中間管理事業を活用しましょう！

農業者年金に加入しましょう！
農業者年金は国民年金の第 1 号被保険者（保険料納付免除者は除かれます。）である農業者に対し、

年金の給付を行うことにより、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るとともに、保険料助成を
通じて農業の担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。

将来受給する年金は、自らが納めた保険料を原資として農業者年金基金が運用し積み立てる方式で
すので加入者・受給者数に左右されず少子高齢化の進展にも対応できることから保険料が引き上げら
れることもありません。

保険料の額は２万円から６万７千円までの間で自由に選択でき、今後の老後設計や農業経営の状況に
応じていつでも見直すことができます。支払った保険料は全額（年額最高８０万４千円）が社会保険
料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。また、将来受け取る農業者年金は、公
的年金控除の対象となり税制面でも優遇措置があります。

さらに、認定農業者等の一定の要件（必須）及び区分①から⑤の要件のいずれかを満たす方は国か
ら月額最高１万円の保険料補助（最長２０年間）が受けられます。

区分
一定の要件（60 歳までに 20 年以上の保険
料納付期間があり農業所得が９００万以下で
あること。）

基本月額２万円−国庫助成＝保険料

35 歳未満 35 歳以上

① 認定農業者で青色申告者

10,000 円 14,000 円② 認定就農者で青色申告者

③ 区分①又は②の者と家族経営協定を締結し、
経営に参画している配偶者又は後継者

④
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を
満たす者で、3 年以内に両方を満たすことを
約束した者

14,000 円

16,000 円

⑤
35 歳未満の農業後継者で 35 歳まで（25 歳
未満の者は 10 年以内）に認定農業者で青色
申告者になることを約束した者
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「第7回 長柄go!婚・出会いの広場」の開催について
楽しい時間を過ごしませんか？
人生のパートナーに出会えるチャンスです。今回はデザート＆ランチバイキングです！

猟友会へ入りませんか！！ 有害鳥獣10月分捕獲実績

※ 今後も、ご理解・ご協力よろしくお願いします。

有害鳥獣名 捕獲頭数 今年度累計

ハクビシン 8 100

アライグマ 15 131

イノシシ 10 108

問い合わせ先
事業課　産業振興班　☎35-4447

問い合わせ先
一般社団法人　千葉県猟友会	 ☎043-222-6033
事業課　産業振興班	 ☎35-4447

１．狩猟期間前には、射撃練習・随時講習会を開催
２．狩猟の際の怪我に対する保険の充実
３．地元の猟師を始め、狩猟を通して仲間が増える。
４．団体（大人数）で狩猟をすることができ、
　　捕獲効率があがる。
５．経験豊富な会員から狩猟技術を学べる。
６．会誌などで狩猟に関する情報を
　　いち早く得られる。

問い合わせ先　事業課　産業振興班　☎35-4447

問い合わせ先　長柄町商工会女性部　☎35-3450

　素敵な出会いのきっかけつくり、相手探しのサポートを行っています。
結婚相談所開設日

開　設　日 場 　所 受付時間

１２月２０日（土） 長柄町公民館 ９時〜 12 時まで

　結婚相手を求める方々が安心して登録していただけますので、お気軽
にご相談ください。

長柄町長柄町長柄町
平成26年度平成26年度

結婚相談所
開設日のお知らせ
結婚相談所
開設日のお知らせ
結婚相談所
開設日のお知らせ

開 催 日 時 12 月 21 日（日）　１１：４５〜

会　　 場 生命の森リゾート　ホテルトリニティ書斎　2 階

募 集 対 象 年齢 20 歳〜 50 歳までの独身男女、各 15 名
長柄町に在住か在勤、または住んでみたいと思う方

参 加 費
男性 5,000 円
女性 3,000 円
女性に限り、長柄特産物のプレゼント付き

申 し 込 み
締 め 切 り 12 月 1 日（月）　※ 応募者多数の場合は抽選
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問い合わせ先　長柄町観光協会事務局　事業課　産業振興班　☎35-4447
　　　　　　　　　　　都市農村交流センター　☎35-0055

○道の駅ながら　10周年記念フェスタを開催します
日　時　　11月23日（日・祝）　9：30〜14：00（雨天決行）
内　容　　道の駅ながら10周年記念フェスタ
　　　　　〈当日限りの特別価格〉
　　　　　・自然薯の特売　・朝採り新鮮野菜の特売　
駐車場　　無料（混雑が予想されるため乗り合わせをお願いします。）
無償配布　　とろろ飯・豚汁・ホットミルク・甘酒
　　　　　※道の駅での商品購入者限定でくじ引きができます。

問い合わせ先　道の駅ながら　六地蔵138-1　☎35-4741

○初冬の星空講座
日　時　　11月29日（土）　18：00〜20：30
場　所　　都市農村交流センター
定　員　　30名
参加費　　高校生以上　1,200円　中学生以下　800円　※お弁当料金込み

○月曜テニス教室
日　時　　月曜日（11月24日、12月1、8、15、22日）
　　　　　午前の部　10：00〜12：00　午後の部　13：00〜15：00
場　所　　都市農村交流センター
講　師　　テニスインストラクター　鐵　和子　氏
対　象　　各回10名程度
参加費　　1人1回（2時間）500円
持ち物　　テニスシューズ、ラケット（有料レンタルあり）

○ちば恋in長柄Ⅳ「BBQ de クリスマス♥」
日　時　　12月20日（土）　10：30〜15：00
場　所　　都市農村交流センター
参加費　　男性：4,000円　女性：2,000円
定　員　　男女各10名（応募多数の場合は抽選）
対　象　　30歳〜45歳の独身男女

○長柄ダム・エンジョイウォーク
日　時　　12月13日（土）　9：30〜12：30
場　所　　都市農村交流センター
定　員　　15名
参加費　　600円
備　考　　飲み物、タオルなどは持参願います。
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町議会
だよりながら

発 行 編 集 長柄町議会報編集委員会

第 3回定例会
定例会で決まったこと…………………………………………… 14 〜 16 ページ
決算監査報告……………………………………………………………… 16 ページ
一般質問（3 名） ………………………………………………… 17 〜 18 ページ
第 2回臨時会
臨時会で決まったこと…………………………………………………… 19 ページ
編集後記…………………………………………………………………… 19 ページ

主な内容

平成 26 年長柄町議会第３回定例会は、9 月 30 日（火）に開催されました。
提出された議案等は、承認 1 件、議案 11 件、同意 1 件、報告 3 件ですべて原案のとおり承認、可決、同意、

採択されました。

９月定例会の審議結果一覧表
議案番号 件　　　　　名 審 議 結 果

承認第1号 専決処分の承認を求めることについて
（平成26年度長柄町一般会計補正予算（第2号）） 原案可決 全会一致

議案第1号 長柄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制
定について 原案可決 全会一致

議案第2号 長柄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第3号 長柄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
例の制定について 原案可決 全会一致

議案第4号 長柄町立こども園条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第5号 長柄町農民研修館設置及び管理に関する条例を廃止する条例について 原案可決 全会一致

議案第6号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 原案可決 全会一致

同意第1号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 同　意 全会一致

議案第7号 平成26年度長柄町一般会計補正予算（第3号） 原案可決 全会一致

議案第8号 平成26年度長柄町国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 原案可決 全会一致

議案第9号 平成26年度長柄町介護保険特別会計補正予算（第1号） 原案可決 全会一致

第	3	回		定	例	会
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議案第10号 平成26年度長柄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） 原案可決 全会一致

議案第11号 平成25年度決算認定について 継続審査

報告第1号 平成25年度長柄町健全化判断比率について

報告第2号 平成25年度長柄町農業集落排水事業特別会計資金不足比率について

報告第3号 平成25年度長柄町浄化槽事業特別会計資金不足比率について

専決処分の承認
平成26年度長柄町一般会計補正予算（第2号）

歳入歳出予算の総額に 110 万円を追加し、補正後の予算総額は 35 億 1,858 万 8 千円となります。主な内容は、
8 月 24 日執行の町長選挙と同時に執行が想定された町議会議員補欠選挙の経費 110 万円の補正であり、平成 26
年 7 月 25 日付けで専決処分をし、今回承認を得たものです。

条例の制定
長柄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

児童福祉法の改正に伴い、市町村が家庭的保育事業等の設備及び運営について条例で基準を定めるものです。
長柄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育及び特定地域型保育を提供することから本条例を定めるも
のです。
長柄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

児童福祉法の改正に伴い、市町村が放課後児童健全育成事業の設備及び運営について条例で基準を定めるものです。

条例の一部改正
長柄町立こども園条例の一部を改正する条例の制定について

長柄町立こども園条例別表第 1 号に引用している中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援
に関する法律の一部を改正する法律が施行され、法の題名が改められることに伴う改正です。

条例の廃止
長柄町農民研修館設置及び管理に関する条例を廃止する条例について

農民研修館の利用目的が達成したことや、建築から 36 年が経過し老朽化したことに伴い取り壊しを行うことと
なったため、条例の廃止を提案するものです。（六地蔵 344 － 2　旧三島野保育所跡地）

人事案件
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

青木博一氏（高山）が本年 7 月 31 日をもって退任されたことに伴い、その後任として篠田孝行氏（大津倉）を
選任することに同意したものです。
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

現職の平野和男氏（金谷）が本年 10 月 28 日で任期満了となるが引き続き委員に選任することに同意したものです。

補正予算
平成26年度長柄町一般会計補正予算（第3号）

6,284 万 7 千円を追加し、補正後の予算総額は 35 億 8,143 万 5 千円です。主な内容は社会保障・税番号制度
が平成 28 年 4 月 1 日から施行されるため円滑に運営するための準備に関わる経費の追加です。
平成26年度長柄町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

補正額は 4,070 万円の増額で補正後の予算総額は、10 億 8,710 万円です。主な内容は療養給付費、高額療養費
の負担金の追加、平成 25 年度療養給付費負担金等の額の確定による還付金の追加です。
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平成26年度長柄町介護保険特別会計補正予算（第1号）
補正額は 904 万 6 千円の増額で補正後の予算総額は、7 億 54 万 6 千円です。主な内容は平成 25 年度介護給付

費負担金等の確定による負担金の返還金の追加です。
平成26年度長柄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

補正額は 9 万 9 千円の増額で補正後の予算総額は、6,779 万 9 千円です。主な内容は番号制度対応に伴うシス
テム改修等の事務経費の追加です。

決算認定
平成25年度決算認定について

平成 25 年度決算認定については、より詳細な審議が必要なため各常任委員会による継続審議となりました。（詳
細についての各常任委員会の審議は 10 月 15 日に実施されました。）

報　　告
平成25年度長柄町健全化判断比率について
平成25年度長柄町農業集落排水事業特別会計資金不足比率について
平成25年度長柄町浄化槽事業特別会計資金不足比率について

報告第1号から3号の用語説明
健全化判断比率・・・ 町の「借金や赤字」と「資金不足」の比率のこと。一定値を超えると財政健全化計画な

どを策定しなければならない。

資金不足比率　・・・ 事業を行う上で、どれくらいお金が足りないのかを示す比率のこと。経営が悪化してい
る場合に早期対応できるよう、国が定めたもの。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、地方公共団体の財政の健全性の基準、「早期健全化基準」
及び「財政再生基準」並びに「経営健全化基準」を設け、各基準を超えると地方公共団体は各計画を策定し、行財
政上の措置を講じることにより財政健全化を図ることになります。

この基準の比率のうち、健全化判断比率については 4 つの指標で表されますが、本町はいずれも国の定める基準
以下です。

基準不足比率については、農業集落排水事業特別会計及び浄化槽事業特別会計の両会計の資金不足はありません
でした。

決算監査報告（要約）
平成 25 年度長柄町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに関係書類を 8 月 27 日、28 日、29 日の 3 日間、

監査を実施いたしました。
審査の結果ですが、各会計の予算額、収入済額、支出済額、歳入簿、現金受払簿により出納証書類と照査の結果、

決算は計数的に誤りがなく出納処理の内容も正当なものであると認められました。
歳入歳出全般についての予算執行も適正に処理され、その執行実績についても目的に沿い、住民福祉の向上が図

られていることが推察されました。
財産に関する調書につきましては、公有財産、物品、出資による権利及び基金について、各々調書の計数と財産

台帳、備品台帳、預金通帳と照合した結果、計数はいずれも正確であると認められました。
決算規模を前年度と比較すると、歳入歳出とも決算額は増となっていました。
財政健全化法に基づく健全化判断比率の審査につきましては、一般会計の実質赤字比率及び一般会計と各特別会

計を合わせた連結実質赤字比率は各会計の実質収支に赤字が生じていないため該当がございません。
実質公債費比率につきましては、一部事務組合の地方債の償還に充てた負担金である準元利金償還の減少に伴い、

前年度に比べ 0.7％減の 8.6％となりました。
将来負担比率につきましては、地方債現在高の減少と将来負担額に対しての充当可能な基金の増により、37.6％

となり、いずれの数値も前年度より向上すると同時に早期健全化基準より低い数値となっていることから本町にお
いては健全な財政運営がなされていると認められました。今後も引き続き健全な財政運営をお願いし、決算監査報
告といたします。

　監査委員　風戸不二夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　一成 



17
2014.11  NAGARA

問 

①
現
在
の
進
捗
状
況
を
伺
い
た

い
。

②
事
業
執
行
に
あ
た
り
、
町
民

と
の
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」

を
実
践
す
る
一
つ
の
機
会
と
考

え
る
が
考
え
を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
具
体
的
な
事
業
計
画
は
今
後

検
討
し
て
い
く
。

②
実
行
委
員
会
を
組
織
し
検
討

し
て
い
く
。

４ 

．
有
害
鳥
獣
駆
除
を
生
か
し
た

町
活
性
化
対
策
に
つ
い
て

問 　

有
害
鳥
獣
で
捕
獲
し
た
イ
ノ

シ
シ
の
有
効
活
用
の
課
題
と
そ

の
対
応
、
そ
し
て
地
域
活
性
化

と
し
て
の
有
効
活
用
の
可
能
性

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

　

 　

加
工
施
設
を
持
つ
自
治
体
へ

の
聞
き
取
り
で
は
、
資
源
と
し

て
活
用
で
き
る
の
は
約
１
割
程

度
。
今
後
、
関
係
団
体
や
近
隣

自
治
体
の
先
進
地
を
参
考
に
し

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。　

５ 

．
中
学
校
武
道
必
修
化
に
伴
う

経
過
に
つ
い
て

問 

①
全
国
も
し
く
は
県
内
で
の
事

故
発
生
事
例
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

②
施
設
等
の
ハ
ー
ド
面
と
生
徒

の
実
状
を
加
味
し
た
ソ
フ
ト
面

か
ら
、
今
後
の
課
題
と
展
望
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

③
教
育
現
場
と
は
ど
の
よ
う
な

話
し
合
い
が
も
た
れ
て
い
る
の

か
伺
い
た
い
。

④
他
校
と
の
採
点
比
較
が
難
し

い
と
思
う
が
、
本
授
業
の
成
果

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の

か
伺
い
た
い
。

答 

佐
川
教
育
長

①
県
内
に
つ
い
て
は
公
表
さ
れ

て
い
な
い
。
全
国
の
事
故
発
生

例
に
つ
い
て
は
運
動
指
導
区

分
別
の
件
数
に
お
い
て
柔
道
の

負
傷
は
多
い
方
か
ら
数
え
て
6

番
目
。
負
傷
し
た
主
な
部
位
は

「
足
、
ま
た
は
足
の
指
」
が
最

も
多
い
。
重
篤
な
事
故
は
2
件

発
生
し
て
い
る
が
死
亡
事
故
は

な
い
。

②
ハ
ー
ド
面
で
は
畳
を
練
習
中

に
ず
れ
の
生
じ
な
い
ジ
ョ
イ
ン

ト
式
を
採
用
し
衝
撃
吸
収
力

に
優
れ
た
も
の
を
使
用
し
て
い

る
。
ソ
フ
ト
面
で
は
3
年
間
を

見
通
し
た
う
え
で
年
間
指
導
計

画
を
作
成
し
、
学
習
段
階
や
個

人
差
を
踏
ま
え
た
段
階
的
な
指

導
を
行
っ
て
い
る
。

③
相
互
授
業
参
観
や
教
育
事
務

所
の
学
校
訪
問
に
合
わ
せ
て
、

教
育
委
員
会
の
学
校
現
場
の
様

子
や
状
況
を
確
認
し
話
し
合
い

を
行
っ
て
い
る
。
月
1
回
行
わ

れ
る
管
理
運
営
協
議
会
で
は
、

小
中
学
校
の
校
長
が
参
加
す
る

た
め
経
営
者
と
し
て
の
意
見
・

考
え
を
伺
っ
て
い
る
。

④
現
在
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る

授
業
の
評
価
は
ど
の
段
階
ま
で

習
得
し
た
か
を
み
る
絶
対
評
価

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
他
校
と

の
比
較
と
い
う
評
価
尺
度
を
絶

対
評
価
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
。
授
業
の
成
果
は
事
故
防
止

の
観
点
か
ら
８
割
以
上
の
生
徒

が
正
し
い
受
け
身
の
習
得
が
で

き
て
い
る
。
指
導
計
画
や
指
導

方
法
の
工
夫
改
善
を
行
い
努
力

し
て
い
き
た
い
。

山
根
義
弘
議
員

１ 

．
長
柄
町
第
4
次
総
合
計
画
に

つ
い
て

問  

①
当
初
の
総
合
計
画
を
補
完
し

な
が
ら
よ
り
よ
い
町
づ
く
り
を

目
指
す
た
め
に
、
定
期
的
に
総

合
的
な
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
す
る
よ
う
に
提
案
す
る
が
考

え
を
伺
い
た
い
。

②
基
本
計
画
策
定
に
あ
た
り
、

ど
う
す
れ
ば
効
率
的
な
行
政
運

営
が
出
来
る
か
等
、
そ
の
都

度
、
課
題
ご
と
の
ピ
ン
ポ
イ
ン

ト
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て

提
案
す
る
が
考
え
を
伺
い
た

い
。

③
後
期
基
本
計
画
の
策
定
は
前

期
基
本
計
画
の
検
証
が
重
要
だ

と
考
え
ま
す
こ
と
か
ら
、
だ
れ

が
、
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
伺

い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
総
合
計
画
策
定
に
関
す
る
審

議
を
行
う
た
め
の
、
策
定
委
員

会
及
び
策
定
幹
事
会
に
図
り
、

当
初
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
補
足
す

る
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

②
検
討
し
て
い
き
た
い
。

③
策
定
委
員
会
、
策
定
幹
事
会

に
お
い
て
十
分
に
検
証
し
後
期

計
画
へ
反
映
さ
せ
た
い
。

２ 
．
長
柄
町
地
域
防
災
計
画
に
つ

い
て

問 　

客
観
的
な
発
令
基
準
を
定
め

て
お
き
「
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」
と

呼
ば
れ
る
行
動
計
画
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
時
間
軸
に
沿
っ
て

必
要
な
対
応
を
定
め
て
お
き
、

人
命
や
財
産
等
の
被
害
を
最
小

限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
と
考
え
る
が
考
え
を
伺
い

た
い
。

答 

清
田
町
長

　

 　

本
年
4
月
に
国
よ
り
避
難
勧

告
等
の
判
断
・
伝
達
マ
ニ
ュ
ア

ル
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）

が
示
さ
れ
た
の
で
こ
れ
に
沿
っ

て
現
在
見
直
し
を
作
業
中
。
タ

イ
ム
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
中
で
、
検

討
し
て
い
く
。

３ 

．
長
柄
町
町
制
施
行
60
周
年
に

向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

一
般	

質	

問	

― 

議
員
３
名
が
町
政
を
問
う 

―
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象
者
全
員
に
お
知
ら
せ
文
書
を

個
別
通
知
す
る
。　

５ 

．
空
き
家
等
の
適
正
管
理
に
関

す
る
条
例
に
つ
い
て

問 　

空
き
家
等
の
適
正
管
理
に
関

す
る
条
例
を
提
案
す
る
が
考
え

を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

　

 　

現
段
階
で
の
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。
空

き
家
の
発
生
を
抑
え
、
空
き
家

と
な
っ
た
場
合
で
も
適
正
に
維

持
管
理
さ
れ
る
よ
う
地
域
住

民
、
自
治
会
と
連
携
し
な
が
ら

土
地
所
有
者
の
合
意
の
も
と
に

危
険
状
態
の
解
消
を
図
っ
て
い

く
予
定
。

６ 

．
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

構
築
に
つ
い
て

問 　

地
域
包
括
シ
ス
テ
ム
の
構
築

の
実
現
の
た
め
保
険
者
で
あ
る

町
が
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て

作
り
上
げ
て
い
く
が
、
保
健

師
、
事
務
方
等
、
人
手
不
足
が

目
に
見
え
て
い
ま
す
が
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
伺
い
た

い
。

答 

清
田
町
長

　

 　

職
員
の
増
員
等
も
含
め
、
体

制
を
整
え
る
と
と
も
に
関
係
機

関
と
の
連
携
強
化
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
発
掘
、
養
成
な
ど
を

進
め
て
い
き
た
い
。

本
吉
　
敏
子
議
員

１ 
．
人
口
減
少
対
策
に
つ
い
て

問 　

若
者
が
将
来
に
夢
や
希
望
を

持
て
る
魅
力
あ
ふ
れ
る
地
域
を

つ
く
る
た
め
何
が
必
要
か
見
解

を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

　

子
育
て
支
援
や
こ
ど
も
医
療

費
対
策
な
ど
幅
広
く
対
応
策
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

２
．
地
方
公
会
計
制
度
に
つ
い
て

問 

①
新
公
会
計
制
度
に
対
す
る
町

の
対
応
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

②
公
会
計
制
度
の
準
備
に
関
す

る
進
捗
状
況
を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
平
成
27
年
度
に
整
備
す
る
予

定
。

②
財
政
担
当
職
員
は
県
等
が
主

催
す
る
講
習
会
に
参
加
し
て
い

る
。
ま
た
近
隣
市
町
村
職
員
と

の
情
報
交
換
を
積
極
的
に
行
い

支
障
が
出
な
い
よ
う
準
備
を
進

め
て
い
る
。

３
．
税
等
の
収
納
に
つ
い
て

問 　

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
税
等
の
納
付
導
入
の
提
案
を

す
る
が
見
解
を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

　

導
入
に
あ
た
り
納
付
書
の
様

式
変
更
に
伴
う
経
費
や
収
納
代

行
手
数
料
が
必
要
と
な
る
こ
と

か
ら
そ
の
費
用
対
効
果
の
観
点

か
ら
み
る
と
積
極
的
な
導
入
に

向
い
て
い
な
い
現
状
だ
が
、
引

き
続
き
検
討
し
て
い
き
た
い
。

利
便
性
及
び
収
納
率
向
上
を
図

る
た
め
口
座
振
替
制
度
を
推
進

し
て
い
る
。

４ 

．
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

に
つ
い
て

問 　

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
が
定
期

接
種
と
な
る
が
、
本
町
と
し
て

実
施
の
時
期
、
対
象
者
、
対
象

者
へ
の
周
知
方
法
な
ど
、
ど
の

よ
う
に
取
り
組
む
の
か
伺
い
た

い
。

答 

清
田
町
長

　

 　

実
施
の
時
期
は
10
月
1
日
よ

り
来
年
の
3
月
31
日
ま
で
。
対

象
者
は
過
去
に
高
齢
者
肺
炎
球

菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た
こ
と

が
な
い
方
で
平
成
26
年
度
中
に

65
歳
、
70
歳
、
以
下
5
歳
き

ざ
み
に
95
歳
ま
で
の
方
と
、

１
０
０
歳
を
超
え
る
方
が
対

象
。
周
知
方
法
は
広
報
な
が
ら

で
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
対

吉
原
　
成
議
員

１
．
清
田
新
町
長
の
選
挙
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
の
中
の
質
問
に
つ
い

て
問 

①
介
護
制
度
の
充
実
と
同
居
家

族
へ
の
支
援
と
あ
り
ま
す
が
、

具
体
的
に
は
今
と
ど
こ
を
ど
の

よ
う
に
変
え
る
の
か
伺
い
た

い
。

②
マ
イ
ホ
ー
ム
希
望
者
支
援
事

業
と
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に

は
ど
の
よ
う
な
事
を
考
え
て
い

る
の
か
伺
い
た
い
。

③
営
農
組
合
な
ど
の
組
織
の
育

成
と
農
地
の
有
効
活
用
と
あ
り

ま
す
が
国
あ
る
い
は
県
か
ら
補

助
金
を
頂
く
手
立
て
は
有
る
の

か
伺
い
た
い
。

④
旧
水
上
小
跡
地
の
効
果
的
利

用
（
企
業
誘
致
）
と
あ
り
ま
す

が
具
体
的
に
は
ど
ん
な
企
業
を

誘
致
し
て
町
の
活
性
化
に
繋
げ

る
の
か
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
元
気
な
高
齢
者
の
お
力
を
お

借
り
し
な
が
ら
見
守
り
や
買
い

物
、
通
院
な
ど
ま
ち
ぐ
る
み
の

生
活
支
援
で
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
な
げ
て
い

き
た
い
。

②
昨
年
か
ら
実
施
し
て
い
る
空

き
家
バ
ン
ク
、
空
き
家
改
修
補

助
制
度
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補

助
金
制
度
を
充
実
す
る
と
と
も

に
、
近
隣
市
町
村
の
事
例
を
参

考
に
し
な
が
ら
効
果
の
高
い
方

法
を
幅
広
く
検
討
し
て
い
く
。

③
国
・
県
か
ら
の
補
助
金
が
あ

る
の
で
今
後
も
組
織
に
対
す
る

支
援
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い

く
。

④
一
日
も
早
く
優
良
な
企
業
を

勧
誘
で
き
る
よ
う
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
。
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編集後記

あなたも議会を傍聴しませんか
（次回定例会は平成26年12月11日（木）の予定です。）

― お 気 軽 に ―
【問い合わせ先】　総務課議会班（議会事務局）　☎３５−２４３８

10 月 3 日、長生郡町村議会議員・事務局職員合同研修会がプラザヘイアン茂原にて開催されました。
読売新聞東京本社編集局次長ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷ S」キャスター玉井忠幸氏による安倍政権におけ

る政治情勢と今後の展望について公演されました。
安倍政権についてなど、連立与党状況など勉強させていただき今後の長柄町政に活かしていきたいです。

議会本会議の会議録を長柄町ホームページにて公開していますので、是非ご覧ください。
町民の皆様方のご意見、ご要望等ありましたら議会事務局までご連絡いただければ幸いです。

議会報編集委員会

第	２	回		臨	時	会
　平成 26 年長柄町議会第２回臨時会は、10 月 15 日（水）に開催されました。

第 2 回臨時会の審議結果一覧表
議案番号 件　　　　　名 審 議 結 果

同意第 1 号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 同　意 全会一致

人事案件
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
　大野正已氏（吹谷）が 11 月 10 日をもって任期満了となるため、引き続き委員に任命することに同意したものです。
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消防団第 8支団
秋季訓練

防犯パトロール隊
出 動 式

第３回	刑部６自主防災会刑部区合同
「防災講習会」を実施

10 月 19 日、長生郡市広域市町村圏組合消防団
第 8 支団による秋季訓練が長柄町役場庁舎前駐車
場で行われました。

今回の訓練は、消防団員の消防ポンプ自動車及
び小型ポンプの操作技術の更なる修得と災害現場
活動の充実、また現場での適正な判断、知識と技
術の向上を目的として、消防本部受令機、無線機
を使用した中継送水訓練を実施しました。

10 月 10 日に「安全で安心なまちづくり旬間」
防犯パトロール隊出動式が県庁で行われ、本町か
らは町防犯組合が出席しました。

この出動式は、防犯を広く県民にＰＲし、安全
で安心なまちづくりを全県的な県民運動へと定着
させ、犯罪のないまちづくりを目的に行われてい
ます。

刑部６自主防災会と刑部区（神崎義一区長）合同の平成 26 年度防災講習会が東京有明の防災学習施設で実施さ
れ 30 名が参加しました。

この講習会は３年前の東日本大震災発生と同時に刑部全自治会に自主防災会が設立されたことを契機に区民の防
災意識の向上と各自主防災会が協力し合い災害被害を最小限に防ぐことを目的に年１回開催するものです。

昨年までは救急救命措置・避難訓練・炊き出し等を行いましたが、今年は「災害をイメージする力」と「災害への
対応力」を身につけることを目的に国土交通省運営の防災体験学習施設「そなエリア東京」で講習会を実施しました。

首都直下型マグニチュード 8.0 の地震被害を想定した屋内施設で貸与されたゲーム機での防災クイズで学習しな
がらの避難・被害想定の映像鑑賞・防災グッズ閲覧・オペレーションルーム等の施設見学を行いました。

６自主防災会合同で行うことにより人間関係の絆の構築、今後も講習会を継続させることの重要性を再認しました。
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お  し  ら  せ
従業員募集！
道の駅 ながら では従業員を募集しています。
勤務時間　９：００〜１８：００（出勤日応相談）
勤務内容　レジ・袋詰めなど
時　　給　８５０円〜
年　　齢　４０歳までの方　
募集締切　12 月 10 日（水）まで

問い合わせ先　☎ 35-4741

事件や事故に遭われた方のための相談窓口について
　千葉県警では、犯罪や交通事故の被害に遭った被害者
やご遺族・ご家族に対し、次の相談窓口を設け、被害の
相談や精神的な悩みなどの相談に応じています。

相談サポートコーナー　☎ 043-227-9110
女性被害１１０番　　　☎ 043-223-0110

　また、公益社団法人千葉県犯罪被害者支援センターで
は、犯罪被害等に遭われた方やそのご家族の精神的な負
担などを軽減し、被害から立ち直るために、さまざまな
支援を無料で行っています。
業務内容　 相談・カウンセリング・裁判所などの付き添

い等
相談電話　☎ 043-225-5450
受付時間　月〜金（祝日、年末年始を除く）、
　　　　　10：00 〜 16：00

問い合わせ先　茂原警察署警務課　☎ 22-0110

返しきれない借金で悩んでいませんか？。
　千葉財務事務所では無料の債務相談窓口を開設してい
ます。
　相談内容により解決のための助言を行い、必要に応じ
法律専門家を紹介します。秘密は厳守します。
受付時間　月〜金（祝日を除く）
　　　　　８：30 〜 12：00、13：00 〜 16：30
連 絡 先　財務省　千葉財務事務所　債務相談窓口
　　　　　☎ 043-251-7830

11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
　労働者を１人でも使用する（農林水産業の一部を除き）
事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する
ことが法律で義務づけられています。
　未手続事業の事業主は至急、加入手続をしてください。
　詳しくは、千葉労働局労働保険徴収課（☎ 043-221-
4317）又は、最寄りの労働基準監督署、ハローワーク（公
共職業安定所）にお尋ねください。

『標準営業約款制度[Ｓマーク]をご存じですか！』
　標準営業約款制度は、法律で定
められた消費者（利用者）擁護に
資するための制度です。
厚生労働大臣許可の約款に従って
営業することを登録した、「理容
店」、「美容店」、「クリーニング店」、

「めん類飲食店」、「一般飲食店」
では、店頭にＳマークを掲げています。登録店は、安全・
清潔・安心を約束する信頼できるお店です。
　詳しくは、（公財）千葉県生活衛生営業指導センター（☎
043-307-8272）までお問い合わせください。

左から風戸榮雄氏、清田町長、八波一起氏

　10 月 18 日千葉テレビの熱血 BO-SO TV
生放送に清田町長といちじく生産農家の風戸
榮
よし

雄
お

氏が出演しました。
　放送内容は、清田町長による長柄ダム、グ
リーンツーリズム、イベント情報など町の自
慢話や、風戸榮雄氏によるいちじくの試食が
スタジオで行われました。町の魅力をたくさ
ん PR してきました。

厚生労働大臣認可

標準営業約款（Sマーク）

清田町長といちじく生産農家の風戸榮雄氏が
千葉テレビの熱血 BO-SO TV に出演



22
NAGARA  2014.11

問い合わせ先　教育課　生涯学習班（公民館）　☎35-3242

■■■一般書
書　　名 著者名

私家本椿説弓張月 平岩　弓枝
火桜が根　幕末女志士多勢子 藤本　ひとみ
歌舞伎町ダムド 誉田　哲也
いつか、あなたも 久坂部　羊
アイネクライネナハトムジーク 伊坂　幸太郎
昨日のまこと、今日のうそ 宇江佐　真理
関所破り定次郎目籠のお練り 佐藤　雅美
一人っ子同盟 重松　清
フォルトゥナの瞳 百田　尚樹
復活祭 馳　星周

■■■児童書
書　　名 著者名

どんぐりむらのほんやさん なかや　みわ
じゃがいもじゃがじゃがさつまいも 長野　ヒデ子
チューせんせいはおいしゃさん いもと　ようこ
思い出のマーニー ジョーン・Ｇ．ロビンソン
鹿の王　上・下 上橋　菜穂子
もったいないばあさんのてん
ごくとじごくのはなし 真珠　まりこ

だいすき、でも、ゆめみてる 高畠　那生
医学のひみつ 茨木　保
はしれ！小学生まじょ 中島　和子
ナナカラやまものがたり どい　かや

お
も
な

新
着
図
書
の

お
知
ら
せ
で
す
。

公民館
図書室
公民館
図書室

本の寄付をお待ちしております。

今月は、公民館主催の親子ふれあい
教室を紹介します。この教室は年１回
ですが、親子で社会科見学を含め色々
な体験をしてふれあいの時間をもって
もらいたく開催しています。今年度は
９月 21 日東京スカイツリーと水の科
学館を見学に行きました。当日は天候
にも恵まれスカイツリーでは遠くの景
色をよく見ることができました。また
来年度も開催したいと思いますので是
非参加をしてみてください。

公民館教室紹介公民館教室紹介

米寿　おめでとうございます祝　米寿　おめでとうございます

９月に静岡県から上野に引っ越して
きたばかりの月花さん。長柄町の印象
は、自然を大事にしていて、親切であ
たたかい人が多いとのこと。好き嫌い
なく何でも食べるが特にカツレツやハ
ンバーグが大好き。健康の秘訣は、犬
の散歩で毎日２時間かけて歩くことだ
と話してくれました。

月
げっ

花
か

　良
よし

郎
お

さん（上野）
昭和２年11月22日生

広報「ながら」の発行月に米
寿（数え 88 歳）を迎えられる方々
を紹介します。今後、米寿を迎
えられる方のお宅にお伺いさせ
ていただきますので、ご協力を
お願いします。

問い合わせ先　総務課　総務企画班　☎35-2111
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高等工科学校生徒募集

≪水菜とちくわの豆腐和え≫

問い合わせ先　住民課　健康福祉班（長柄町食生活改善推進員会　事務局）☎35-2414

問い合わせ先　自衛隊　茂原地域事務所（茂原市町保3‐217シティビル２階）☎25-0452

絹ごし豆腐で簡単にまろやかな和えものができます。
手軽にカルシウムが摂れて塩分も控えめですので、今夜の一品にいかがですか。

ワンポイントアドバイス♪

作り方
①豆腐はふきんに包み、ざるに入れお皿等で軽く重しをして水切りをしておく。
②ちくわは半分に切り、薄い斜め切りにする。水菜は切る前に根元を持ち、振っ
てよく洗い水分をよくきる。
③和え衣の材料をボウルに入れ、泡だて器でよく混ぜる。
④食べる直前に、③の中に②を入れる。

材料＜ 4 人分＞
水菜………… 40g ちくわ……… ２本
＜和え衣＞
　絹ごし豆腐……………………… 150g
　白だし………………………… 大さじ 1
　砂糖…………………………… 大さじ 1
　すりごま……………………… 大さじ２
　おろししょうが…………… 小さじ 1/2
　塩…………………………………… 少々

（1人分栄養価）
エネルギー 95Kcal
たんぱく質 4.4g
カルシウム 95mg
食塩相当量 0.9 ｇ

　防衛省陸上自衛隊では、「中学校等卒業者及び中学校等卒業予定者」を対象とした「陸上自衛隊　高等工科学校
生徒」を募集します。

募集種目 陸上自衛隊　高等工科学校生徒
受験資格 平成 27 年４月１日現在「15 歳以上 17 歳未満の男子」中学校等卒業者及び卒業予定者

受付期間
推薦試験 平成 26 年 12 月５日（金）まで（締切日必着）
一般試験 平成 27 年１月９日（金）まで（締切日必着）

試験期日
推薦試験 平成 27 年１月 10 日（土）〜１月 12 日（月）の間の指定する１日
一般試験 平成 27 年１月 24 日（土）（第１次試験）

教育及び卒業資格 ・高等学校の普通科と同等の教育を受け、併せて技術的な専門教育等を受ける。
・提携する通信制高等学校に編入学し、教育終了時は高等学校の卒業資格を取得

生徒の待遇
・身分は特別職国家公務員「生徒」（自衛官ではありません。）
・生徒手当：月額「94,900 円」を支給（期末手当：年２回（６月、12 月））
・生徒教育卒業後、防衛大学校、航空学生等への受検資格が得られます。

その他 詳しい内容は、お問い合わせください。

食生活改善推進員（ヘルスメイト） おすすめ
レシピ！
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問い合わせ先　住民課　健康福祉班　　☎35-2414

利用できる金融機関

・長生農協
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・京葉銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・房総信用組合
・市原市農協
・ゆうちょ銀行

納税納税 には

を

安心便利な

口 座
振 替

納税町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料・後
期高齢者医療保険料の納付は、口座振替が便利です。

この制度を利用すると、左記の金融機関の預貯金口座から振替によって納
税することができますので、大変便利です。

新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金融機関または役場総務課
税務班に「口座振替依頼書」を提出してください。

「口座振替依頼書」は、役場総務課税務班、長生農協日吉支所、町内のゆ
うちょ銀行（郵便局）に備え付けてあります。長柄町ホームページからもダ
ウンロードできます。（ダウンロード様式での申し込みは、ホームページ内の
注意事項をご覧ください。）

納税義務者ごとに申し込みが必要になりますのでご注意ください。

　毎年、インフルエンザが流行する時期は12月末から３月頃です。インフルエンザを予防して、元気
にすごしましょう。

（１）インフルエンザとは
　インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。インフルエンザにかかった方がせきやくしゃ
みをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。
主な症状は、突然の高熱、悪寒、頭痛、関節痛などで、のどの痛み、せき、鼻水などもみられます。普通のか
ぜと比較して全身症状が強く、肺炎や脳症などの合併症にかかり重症化することもあります。

（２）予防方法について
　①うがい手洗いをしましょう
　②人ごみは避け、外出時はマスクを着用しましょう
　③栄養と休養を十分にとりましょう
　④インフルエンザが流行する前に予防接種を受けましょう
　　予防接種を受けることで、インフルエンザにかかることや、重症化を予防することができます。
　　インフルエンザの流行の時期を考え、一般的に10月〜12月中旬までに接種するとよいと言われています。

【高齢者インフルエンザ定期予防接種について】
　対 象 者：町に住民登録のある、接種日に
　　　　　　満65歳以上の方
　助成期間：１２月３１日まで
　助成金額：2,500円
　※接種を希望する方は、12月31日までに
　　接種をすませましょう。

インフルエンザを予防しましょう

保健師　地引　淳子

• 国民健康保険税 第５期
• 介護保険料 第４期　 • 後期高齢者医療保険料 第５期

納付期限は、12月1日（月）です。納め忘れのないようご注意ください。
※口座振替申込みの方は、納付期限の前日までに口座の残高確認をお願いします。

今月の納税の

お知らせ

インフルエンザかな？と思ったら
早めに医療機関を受診しましょう。
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更年期障害の話
更年期とは卵巣からの女性ホルモン ( 卵胞ホル

モン ) の分泌が減少する時期である、閉経（50
歳頃）前後の約 10 年間を指し、年齢的には 45

〜 55 歳位が相当します。この年齢になると女性ホルモンの低下に伴なってさまざまな症
状が出てきます。これがいわゆる更年期症状で、症状がひどいものを更年期障害（更年期
症候群とも言う）といいます。

特徴的な症状は１）ほてり、のぼせ、発汗に代表される血管運動神経障害、２) 肩こり、
腰痛、関節痛などの運動系障害、３) 不眠、イライラ、うつ状態などの精神神経障害、４)
手足のしびれなどの知覚障害、５) その他、腟の乾燥感、性交痛や動悸や口渇感などがあ
ります。診断には詳細な問診による症状の把握と、血中女性ホルモン量の測定が行われま

すが、更年期以後に合併しやすい高コレステロール血症、高脂血症等の診断のための血液検査や骨密度測定
による骨粗鬆症の検査もあわせて行うこともあります。

更年期障害の最も効果的な治療法は不足している女性ホルモンを補うホルモン補充療法ですが、その他の
治療法として漢方薬や向精神薬の服用、カウンセリングなどがあります。

更年期は誰にでも訪れるものですが、閉経の時期に個人差があるように、症状の違いや障害の程度にも個人
差があります。以前は、更年期障害はじっと我慢すべきものという風潮がありましたが、主な原因が女性ホル
モンの減少である以上、ホルモン補充療法による治療がもっとも有効です。しかし、子宮体癌、乳癌、心血管
障害等のリスクが若干高まるといわれていること、肝障害や血栓症のある方には使用できないなどの問題はあ
りますので、専門医による個々の症状にあった治療が必要になります。つ
らい更年期を快適に過ごすためにも一度当院婦人科にご相談ください。

外来診療のご案内　月・火（第1,3午後は予約制）・木・土（午前）　
受付時間　8:30～11:30　13:30～16:30　（月曜日午後15:30～）

塩 田 記 念 病 院
医 療 法 人

TEL 35-0099

SHIODA

名　　　称 電話番号

総務課
総務企画班（選挙管理委員会） 35-2111
財政管財班 35-2110
税務班 35-2112
議会班（議会事務局） 35-2438

住民課
保険住民班 35-2113
地域包括支援センター 30-6000
健康福祉班 35-2414
ながらこども園 35-3102

名　　　称 電話番号

事業課 産業振興班（農業委員会） 35-4447
地域整備班 35-2114

教育課
学校教育班 35-2437
学校給食センター 35-2003
生涯学習班 ・ 公民館 35-3242

会計室 35-2435
福祉センター 30-7200
都市農村交流センター 35-0055

役 場 ・
そ の 他
公共施設
電話案内

町 　 公 　 民 　 館 11月25日㈫、12月1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪
町 福 祉 セ ン タ ー 11月25日㈫、12月1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、24日㈬
都市農村交流センター 11月20日㈭、27日㈭、12月4日㈭、11日㈭、18日㈭、25日㈭

各公共施設の休館日
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病気の豆知識

塩田記念病院院長  
婦人科　遠藤信夫
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月 /日
茂 原 地 区

内　科　系 外　科　系

11/23 渡 辺 医 院 （27）7733 公 立 長 生 病 院 （34）2121

11/24 鵜沢外科内科クリニック （34）2496 塩 田 記 念 病 院 （35）0099

11/30 宮 本 内 科 医 院 （22）3770 三 枝 医 院 （25）2203

12/7 吉 田 医 院 （34）3045 菅 原 病 院 （25）1171

12/14 大 塚 内 科 （23）6121 宍 倉 病 院 （24）2171

夜間、お子さんの具合が急に
悪くなったときに、看護師や
小児科医が電話でお子さんの
症状を伺い、すぐに医療機関
で受診した方が良いか、家で
様子をみても大丈夫かなどを
アドバイスします。

相談時間 　毎日夜間
　19：00〜22：00まで

電話番号 　♯8000
（プッシュ回線・携帯電話）
☎043-242-9939
（ダイヤル回線・♯8000を
ご利用いただけない場合）

こ ど も 急 病
電 話 相 談

日曜・休日当番医案内
　救急患者の方が優先となります。
　日曜・休日当番医は、変更となる場合があります。
　中央消防署指揮情報係（☎24-0119）へお問い合わせください。

診療時間は9：00〜17：00までです。

長生郡市夜間急病診療所案内
●診療科目:内科・小児科　診療時間：20：00～23：00まで
　茂原市八千代1-5-4（消防署裏）☎24-1010
●夜間急病診療テレフォン案内　19：00～翌6：00　☎24-1011

各 種 相 談 日 程
【　町　】
心配ごと相談 11/20㈭・12/1㈪・12/10㈬・12/22㈪ 10：00〜15：00 福祉センター ☎35-0260

人権相談
11/20㈭・12/10㈬・12/22㈪ 10：00〜15：00 〃
●いじめ　●扶養相続等の家庭問題　●いやがらせ等の悩みごとに関する相談です。

行政相談 12/10㈬　●行政に関する苦情・相談です。 10：00〜15：00 〃
※心配ごと相談・人権相談・行政相談については、相談日に限り電話でのご相談も受付しています。
交通事故相談 12/1 ㈪ 10：00〜15：00 福祉センター ☎35-0260

子どもの虐待などの相談
児童福祉法が改正されて相談先が広がりました。
児童相談所や福祉事務所に加え、身近な市町村の窓口が子どもに関するあ
らゆる相談や虐待の疑いなどの連絡もお受けいたします。

住民課
健康福祉班 ☎35−2414

【長生健康福祉センター　:　茂原市茂原1102-1　長生合同庁舎内】
不妊相談 奇数月　第 ３ 木曜日 12：45〜15：00（予約制）

地域保健福祉課 ☎22-5167

こころの健康相談

偶数月　第 ２ 月曜日（精神保健福祉相談） 14：00〜16：00（予約制）
毎月　　第 ４ 火曜日（精神保健福祉相談）
※12 月は、第３火曜日に実施 14：00〜16：00（予約制）

奇数月　第 ３ 火曜日（老人） 14：00〜15：00（予約制）
精神障害者社会復帰事業
（デイケアクラブ） 毎月　第 2 ・4木曜日 10：00〜14：00（登録制）

エイズ相談
HIV等抗体検査
（相談は随時受付）

毎月第１・３火曜日（HIV抗体検査のみ即日判定
可能、ただし夜間検査は除く） 13：00〜14：00（予約制）

偶数月　第３火曜日 17：30〜19：00（予約制）
性感染症検査 毎月　第１・３火曜日 13：00〜14：00（予約制）
肝炎ウイルス検査 毎月　第１・３火曜日 13：00〜14：00（予約制）
骨髄バンクドナー登録受付 毎月　第１火曜日 10：00（予約制）
腸内細菌検査 第１・２・３・４火曜日 9：00〜11：00
家庭児童相談 月曜日〜金曜日 9：00〜17：00
母子自立支援 月曜日〜金曜日 9：00〜17：00
DV相談 来所相談：火曜日（予約制）電話相談：月曜日〜金曜日 9：00〜17：00 専用電話 ☎22-5565
障害のある人への差別に
関する相談 月曜日〜金曜日 9：00〜17：00 専用電話 ☎26-1510
※該当日が祝日・振替休日の場合は実施しません。※詳細については電話でお問い合わせください。


